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　社会福祉協議会では、「安心して住み続けることのできる地域づくり」を目標に活動し
ております。
　この活動には、市民の皆様からの『会費』が大切な活動資金となります。
　６月から皆様に町内会を通して『会費』のご協力をお願いしておりますので、是非
とも１人１人が社協会員になって頂きたく、ご理解とご協力をお願いいたします。

会費の種類
特別会員
団体会員
法人会員
住民会員

会 費 の 内 容
社協の役員などからの会費
福祉団体などからの会費
企業からの会費
住民からの会費

1口　1,000円以上
1口　1,000円以上
1口　5,000円以上
1口　　100円以上

会費の額（年間）会福祉協議会 は「安心し 住 続ける と きる地域づくり」を目標に活動し

社協会費にご協力をお願いします社協会費にご協力をお願いします

1．福祉委員活動費助成事業　　4．ふれあい総合相談事業
2．福祉委員連絡会議の開催　　5．ボランティア活動のPR
3．ふれあいランチ事業 4,563,979円

1．地域福祉推進事業

　・福祉委員制度の設置運営事業（62町内）
　・福祉委員連絡会議（80名）
　・ふれあいランチ事業（14町内会）
　・ふれあい総合相談事業（相談件数75件）
　・日常生活自立支援事業（12ケース／505件）
　・法人後見事業（3ケース）
　・権利擁護サポート事業（45名）
2．赤い羽根共同募金・歳末助け合い配分金事業

　・赤い羽根共同募金　　実績額 5,662,922円　
　・歳末助け合い運動　　実績額 5,231,458円
　・ふくしフェスタ（8月30日（土）／1,000名）
　・社協広報誌の発行　年4回発行（5・7・10・1月）
　・ひとり暮らし老人等除雪サービス事業（利用182件）
　・第14回稚内市社会福祉大会開催事業（182名出席）
　・団体助成事業（17団体へ助成）
3．愛情銀行事業

　・車いすの貸し出し　新規延べ64台　継続延べ94台
　・災害被災者への援助事業（3件）
　・愛の小箱設置（48カ所）
　・老人の杖及び補助具等に対する助成事業
4．ボランティア基金活用事業

　・防災ボランティア養成講座（3月1日／52名参加）
　・ボランティア登録、相談、援助活動
　・ボランティア研修会等への参加
5．公的事業の受託継続

　・生活ゆうゆう講座（7回／218名）
　・要約筆記奉仕員派遣事業（3回／延べ6名）
　・介護予防普及啓発事業（6ヶ所）
　・障害者スポーツ大会開催事業（12月6日／142名）
　・稚内市宝来地区在宅介護支援センター

　・稚内市総合福祉センター管理運営業務
　　（年間利用件数 441件　年間利用者数 9,729名）
　・稚内市老人福祉センター
　　（年間会館日数 294日間　利用人数 13,099名）
　　（年間入浴日数 100日間　入浴人数 5,306名）
　・生活困窮者自立促進事業
6．関係団体及び福祉団体とのネットワーク推進

　・福祉団体の事務局業務（7団体）
　・福祉ボランティア団体への協力
　・行事用テントの貸し出し（121張り）
7．地域援護活動の推進

　・生活福祉資金の貸付及び援助活動
　・民生児童委員との連携を図り、貸付償還等援助指導
　・生活資金の貸付
8．社協活性化の推進と基盤整備の確立

　・平成26年度　社協会費総額　4,563,979円
　　住民会費（67町内会）　　　2,946,979円
　　特別会費（164名）　　　　 279,000円
　　団体会費（17団体）　　　　 163,000円
　　法人会費（98企業）　　　　1,175,000円
　・役員研修会の開催（1回／7名）
9．財政の確立と財源確保

　・公費補助及び共同募金配分金の積極的増強
　・全戸会員会費制及び封筒制の推進強化
　・一般寄付及び愛情銀行の預託促進
10．介護保険等事業

　・指定居宅サービス事業（訪問介護及び介護予防訪問介護事業）
　・指定居宅介護支援事業（ケアプラン及び介護予防プラン作成
　　事業）
　・居宅介護事業（障害者ホームヘルプサービス事業）
　・宗谷圏域障害者総合相談支援センター事業

法人運営事業
共同募金助成事業
生活福祉資金等貸付事業
愛情銀行事業
基金運営事業
訪問介護事業
在宅介護支援センター事業
稚内市老人福祉センター事業
ふれあい生活支援事業
地域福祉推進事業
ボランティアセンター事業

居宅介護支援事業
稚内市総合福祉センター事業
宗谷圏域障害者総合相談支援センター事業
生活困窮者自立促進支援事業

合　　　　　　計

合　　　　　　計

社
会
福
祉
事
業

公
益
事
業

収　　　　　　　入
45,246,241
9,529,758
4,455,394
2,110,736
88,224

24,901,254
4,882,860
3,217,751
1,237,789
3,225,864
1,917,174

100,813,045
6,634,686
14,952,046
14,881,300
17,911,000
54,379,032

法人運営事業
共同募金助成事業
生活福祉資金等貸付事業
愛情銀行事業
基金運営事業
訪問介護事業
在宅介護支援センター事業
稚内市老人福祉センター事業
ふれあい生活支援事業
地域福祉推進事業
ボランティアセンター事業

居宅介護支援事業
稚内市総合福祉センター事業
宗谷圏域障害者総合相談支援センター事業
生活困窮者自立促進支援事業

合　　　　　　計

合　　　　　　計

社
会
福
祉
事
業

公
益
事
業

支　　　　　　　出
45,245,266
9,529,758
4,346,394
1,201,559
1,881,000
27,691,018
4,882,860
3,217,751
1,237,789
3,625,864
1,917,174

104,776,433
5,324,986
14,830,700
15,332,374
17,911,000
53,399,060

（単位：円）
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鬼志別支店

浜頓別支店

枝 幸 支 店

雄 武 支 店

中頓別支店

歌 登 支 店

豊 富 支 店

幌 延 支 店理事長　増　田　雅　俊

本　　店　☎23－5131

南 支 店　☎23－5141

北 支 店　☎23－4371

東 支 店　☎32－3651

富岡支店　☎33－5151

年金のお受け取りは
あなたの大切な年金は、ぜひ便利な当金庫の年金自動受取をご利用下さい。

で 天 塩 支 店

遠 別 支 店

利尻富士支店

利 尻 支 店

礼 文 支 店

旭 川 支 店

神 居 支 店

末 広 支 店

札 幌 支 店

清 田 支 店

琴 似 支 店

＊＊あたたかい善意ありがとうございました＊＊

福祉の為に役立てて欲しい
夫の逝去に伴い福祉の為に役立てて欲しい
福祉の為に役立てて欲しい
妻がお世話になっているので、 福祉の為に役立てていただきた
く寄付します
妻の逝去に伴い福祉の為に役立てて欲しい

・寄付をされた個人、または
　法人は確定申告によって寄
　附金控除が受けられます。
所得税法第78条第2項第3
号・法人税第37条第2項及
び第3項第3号

愛 情 銀 行
愛 情 銀 行
愛 情 銀 行

居　　　　宅

居　　　　宅

小　林　律　子 掛け布団・毛布他 福祉の為に役立てて欲しい

4,229
20,000
3,000

100,000

30,000

寄　　　付　　　理　　　由寄　　付　　先金額（円）氏　　　　　　　　　名

氏　　　　　　　　　名 寄　付　物　品 寄　　付　　理　　由

■金銭預託

■物品預託

◎目　　　的　　稚内市老人福祉センターは、高齢者の方に対して健康増進、教養の
　　　　　　　　場を提供し、健康で明るい生活を送っていただく為の施設です。
◎利 用 条 件　　1）稚内市に在住の概ね65歳以上の高齢者
　　　　　　　　2）身の回りの事が自分で出来る方。
◎開 館 日 時　　月曜日～土曜日　9：00～17：00
　　　　　　　　※日曜・祝祭日は休館です。
◎利 用 方 法　　簡単な利用登録を行っていただきます。
◎利　用　料　　無料
◎クラブ活動　　将棋・囲碁・踊り・書道・カラオケ・ダンスクラブがあります。
　　　　　　　　（各クラブで開催日が違いますので相談下さい）
◎行　　　事　　※1年間を通してさまざまな行事を行っております。
　　　　　　　　　7月／肉まつり　8月／なんでも相談　10月／芸能発表会
　　　　　　　　　11月／かんたん手芸　12月／クリスマスパーティー
　　　　　　　　　2月／節分　3月／救急講習会　
　　　　　　　　※通年の行事　　太極拳・認知症予防教室・ふまねっと
◎お　風　呂　　火・金曜日　12：00～16：00
　　　　　　　　※タオル等の入浴に必要な物は各自で持参下さい。
◎所　在　地　　稚内市宝来4丁目1番41号　稚内市総合福祉センター1階
　　　　　　　　電話／FAX　22－5851

相談方法：電話・来所・訪問　　　相談日時：月曜日～金曜日　9：00～17：00（土・日・祝日・年末年始を除く）
場　　所：稚内市宝来2丁目2番24号　いきいき子育てふれあいセンター1階（宝来2丁目バス停前）

稚内市社会福祉協議会　自立生活支援センター　電話：0162－24－0707

※支給対象者要件（①～⑧までのいずれにも該当する方）
①離職などにより経済的に困り、住居を失った方、又は失
　いそうな方。
②申請日に65歳未満で離職等の日から2年以内である方。
③離職などの日に世帯の生計を主として維持している方。
④世帯収入の合計額が基準額に賃貸住宅の家賃を合わせた
　額以下である。
⑤申請日に金融資産の合計が基準額×6以下であること。
⑥公共職業安定所に求職の申し込みをし、求職活動を熱心
　にすること。
⑦国の雇用施策による給付、離職者などに対する住居確保
　を目的とした類似の給付を世帯の者が受けていないこと。
⑧申請者及び世帯に属するものがいずれも暴力団員でない
　こと。
※詳しいお問い合わせは、下記へ
　稚内市社会福祉協議会　自立生活支援センター
　（電話：24－0707）

平成27年4月より住居確保給付金の申請窓口が
稚内市社会福祉協議会  自立生活支援センターとなりました。

住居確保給付金の
窓口が変わりました！老人福祉センターを利用しませんか

税法上の特典

・掲載している、個人・企業
　名等については、寄付者に
　あらかじめ、氏名等の掲載
　について、ご了承を得てお
　ります。

個人情報保護について

平成27年3月1日～平成27年5月31日（敬称略）

平成27年3月1日～平成27年5月31日（敬称略）

大道芸人　ヨモ
佐　藤　ツ　ル
匿名

匿名

大　友　昭　二

平成27年4月より

生活困窮者自立支援制度が本格スタート！！
仕事がなかなか決まらない

お金のことは人に話しづらいもの…
でも、ひとりで悩まず、先ず相談し
てみませんか？

あなたとあなたの悩みに寄り
添ってあなたに合った支援を
一緒に考えていきます。

こころの病や病気になって
　　　　　働けなくなった

生活費に困っている

借金が多くて
　　　悩んでいる

家計のやりくりに
　　　　困っている

相談無料 秘密厳守


